
施設名称 所在地 休日 連絡先 使用箇所 規模 利用時間・区分等 料金 単位 備考 所管課

中学校及び下妻小学校 200

下妻小学校以外の小学校
（旧蚕飼小含む。） 100

武道場（中学校のみ）
照明料相当額

卓球場（中学校のみ）
照明料相当額

運動場（小学校のみ）
照明料相当額

8:00-18:00
（土日祝及び長期休業日のみ） 無料

○体育館施設開放時間
中学校：19:00-22:00（全日）
小学校：19:00-22:00（平日）、 8:00-
22:00（土日祝及び長期休業日）
○12月28日～1月4日までの期間
は、施設の開放は行わない。
○問い合わせは生涯学習課（４５
－８９９７）まで。

生涯学習課

19:00-22:00（全日） 100

学校施設開放 各小中学校

体育館（小中学校）
照明料相当額

時間


